
令和元年９月４日

くらし・環境部県民生活局

１１ 自転車事故発生状況自転車事故発生状況

件数は減少するも

死者は減少せず高止まり！

静岡県の自転車事故
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２２ 更なる自転車安全利用の推進更なる自転車安全利用の推進

条例周知を通じた自転車利用時の
交通安全意識の醸成

静岡県の新ビジョン
１－３ 安全な生活と交通の確保
(3) 交通事故防止対策

① 高齢者事故防止対策

② 自転車事故防止対策
③ 悪質・危険運転者対策

交通事故件数・死傷者数の削減

県民の安心・安全の確保

３３ 条例制定の背景条例制定の背景と主な内容と主な内容

① 本県では、年間4,000件程度の自転車事故が発生

② 加害者になれば高額な賠償請求を受ける可能性有り

③・東京2020オリンピック・パラリンピックの自転車競技の開催
・「静岡県自転車活用推進計画」の策定

①【自転車の安全利用】
・法令遵守(4/1～）
・中学生以下の通学時自転車利用の乗車用ヘルメット着用義務(10/1～）

②【自転車損害賠償保険等の加入義務】(10/1～）
・自転車利用者 ・保護者 ・事業者 ・自転車貸付業者

自転車の安全で適正な利用の促進

背景

主な内容



４４--11条例周知の取組について（自転車安全利用）条例周知の取組について（自転車安全利用）

・各季の交通安全運動を通じての自転車安全利用の啓発
・自転車指導強化の日（５月・10月）における街頭指導
・新中学・高校１年生に「自転車セーフティ＆マナー」

の副読本を配布
・バナー広告からサイトへの誘導
・ポスター、チラシの配布

Facebook

Yahoo

・ポスター、チラシ等を活用した県民への周知
・県ＨＰ上での周知
・各種イベントでの周知活動
・ＳＡＴＶ「とびっきり静岡」番組コーナー

での紹介

４－４－2 2 条例周知の取組について（保険の加入促進）条例周知の取組について（保険の加入促進）

とびっきり静岡



５５ 自転車損害賠償責任保険自転車損害賠償責任保険の種類の種類

(1) 日常生活での賠償責任保険等

(2) 業務中での賠償責任保険等

令和元年10月１日から義務化

・自転車向けの保険 ・自動車保険の特約

・火災保険の特約 ・傷害保険の特約

・会社等の団体保険 ・ＰＴＡの保険

・共済 ・ＴＳマーク付帯保険

・クレジットカードの付帯保険

・施設賠償責任保険 ・ＴＳマーク付帯保険

６６ 職員の職員の皆様への皆様へのお願いについてお願いについて

自転車を利用する高校生以下の
子供、同居する高齢者がいる。

保険の加入状況を確認し、
未加入であれば、速やかに加入

業務中に自転車を利用する
各所属毎に管理する自転車台数を
調査し、施設賠償責任保険等に加入

・自転車関係法令の遵守
・歩行者・自動車等の通行に留意

『夜間時』
・前照灯を点灯
・自転車関係法令に定める反射器材

又は尾灯を点灯

日常生活で自転車を利用する

乗車用ヘルメットを着用させる
よう努める


